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このユーチューブは、１級建築士の学科試験に合格できるように全力を尽

くします。

ここでは、学科Ⅲ、法規の項目1、用語について解説します。
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用語の問題は、過去20年間において、必ず１問が出題されています。
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研究会のホームページでは、平成18年から令和7年の過去20年間に出題
された選択肢問題を、法文別に分類して一覧表にし、公開しています。

この表を見ると、どの問題が、どの法文で、何回ぐらい出題があったかが
一目瞭然で分かります。
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用語の問題は、過去20年間の出題確率を分析すると、法2条の用語の定
義が48％、令1条の用語の定義が6％であり、この二つの法文だけで54％
を占めます。

法2条は、過去20年間の、すべての年度で、ひとつの選択肢以上がでてい
ます。

従って試験がはじまったら、すぐに何も考えず法令集の法2条を開くと、そ
こには、必ず一つ以上の選択肢の法文があります。

この二つの法文以外に出題されたのは、14法文あります。
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法2条について解説します。

法2条の中で、3号の建築設備が６回、6号の延焼のおそれのある部分が７
回、9号の2の耐火建築物が５回として出題されています。

この３法文は重要ですので、次でそれぞれを解説します。
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法2条3号の建築設備について解説します。

この建築設備は、電気から避雷針まで13種類が示されているが、その中
で、しゅつだいされたのは、消火と昇降機のみです。

消火設備と昇降機が建築設備であるか等の問題です。

また、「防火戸は、建築設備に該当する」という間違っている問題がでまし
た。

防火戸は、建築設備に該当しません。
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法2条6号の延焼のおそれのある部分について解説します。

この法文は、大きく三つの条件があり、ここではマル1と、マル2の二つの条
件を解説します。

マル1は、隣地境界線からの例で、マル2は、道路中心線からの例です。

どちらも図の中で、赤線となっている隣地境界線と、道路中心線から、1階
部分では、３ｍ以内、2階以上では、５ｍ以内の建築物が、延焼のおそれ
のある部分となります。
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残り一つの条件は、マル3の、敷地内の外壁間での、中心線からの距離で
す。

どういつ敷地に、二つの建物がある場合、その中心線である赤線から、1
階部分では、３ｍ以内、2階以上では、５ｍ以内の建築物が、延焼のおそ
れのある部分となります。

過去に、2階部分の外壁間距離が、６ｍの場合は、延焼のおそれがある部
分である、という間違いの問題がでました。

2階は、中心線からの距離が、５ｍであり、建物の外壁間の距離では、10ｍ
となります。
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法2条9号の2の耐火建築物について解説します。

ここは、耐火建築物となるかどうかの問題です。

耐火建築物となるには、赤字のカッコ1の主要構造部と、カッコ2の外壁の
開口部の両方が必要です。

過去の問題では、どちらか一つだけが示されて耐火建築物であると出題さ
れましたが、ここは両方ないと耐火建築物になりません。

なお、カッコ1の主要構造部の条件は、マル1の耐火構造か、マル2の政令
で定める技術基準に適合するかの、どちらか一つが該当すればよいです。
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令1条の用語の定義は、6％の出題確率です。

過去20年では、2号の地階が1回、3号の構造耐力上主要な部分が4回でて
います。

2号地階と、3号構造耐力上主要な部分については、次に解説します。
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令1条2号の地階について解説します。

地階とは、床面が地盤面より下にある階で、床面から地盤面までの高さＨ
が、天井の高さＷの1/3以上である場合です。

過去に高さの数値を示して計算することで、1/3以上で地階となるか判断さ
せる問題がでています。
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令1条3号の構造耐力上主要な部分について解説します。

ここは、法2条5号の主要構造部と、令1条3号の構造耐力上主要な部分の
違いを比較しながら把握すると、理解しやすいです。

出題内容が法2条に該当するのか、それとも令1条に該当するのかを判断
します。

過去に、積載荷重を支える最下階の床版は、という問題がでましたが、こ
の最下階の床版は、法2条の床ではなく、令1条の床版に該当します。
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令9条の建築基準関係規定について解説します。

ここは、令9条にある16法文が示されて、それが建築基準関係規定に該当
する法文か等の問題です。

過去20年間で出題のあった法文は、ここに赤字で示す６法文です。
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令39条の特定天井と令112条の強化天井について解説します。
特定天井は、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものです。
強化天井は、その下方からの通常の火災時の加熱に対して上方への延焼
を有効に防止できるものです。

特定天井は、製図試験でも出題されるので、下図を一緒に理解するとよい
です。

特定天井の天井等落下防止対策は、Ｖ字ブレース、壁との離隔６ｃｍ以上
のクリアランス、天井材を20ｋｇ/㎡以下とします。
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令115条の、特殊建築物について解説します。

この令115条の3には、「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」
が示されてるが、その建物が特殊建築物に該当するか等の問題です。

過去20年間で出題のあった建物は、ここに示す４施設です。

以上でⅢ法規の項目1、用語の解説を終了します。


